
                 

                    

 

 

 

 

重要事項説明書 
（指定訪問看護） 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者：医療法人社団 盈進会 

 



 1 

 

重要事項説明書 

          様に対する訪問看護サービスの提供開始にあたり、当事業所があなたに説明すべき 
重要事項は次のとおりです。 
 
１ 事業所の概要 

（１） 事業者概要 

事 業 者 名 医療法人社団 盈進会 
所 在 地 静岡市葵区本通西町３９ 
連 絡 先 ０５４－２５５－５５１４ 
代 表 者 名 理事長 岡 慎一郎 
法人設立年月日 平成２５年１１月１日 

 

（２） 事業所の概要 

事 業 所 名 つどいのおか訪問看護ステーション 
所 在 地 静岡市葵区本通西町３９  
連 絡 先 ０５４－２６９－５０３１ 
管 理 者 名 齋藤美咲 
サービス種類 指定訪問看護 

指定番号 ４２９０４００号（医療保険）２２６４２９０４００号（介護保険） 
開 設 年 月 日 平成２８年５月１日 
サービス提供地域 静岡市葵区・駿河区（中山間地域を除く） 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。   
 

（３） 営業日・営業時間 
平 日 ８：３０  ～  １７：３０ 
定 休 日 日曜日、GW（５月３～５日）及び年末年始（１２月３０日～１月３日） 

 
（４） 職員体制 

 資 格 常  勤 非常勤 計 
管 理 者 看護師 １名  １名 

看 護 師 看護師 ４名（２名兼務） 1名 ５名 

理学療法士 理学療法士 ３名（兼務）     ３名 

事務職員  １名 (兼務）   １名 
 
２ 事業の目的・運営方針 

（1） 目的 
疾病または負傷等にて居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治医が訪問看護の必要を認めた

利用者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援すること

を目的とする。 
 

（2） 運営方針 
１ 利用者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質 

の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。 
２ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総 

合的なサービス提供に努めるものとする。  
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３ 訪問看護サービスの内容 

病状・障害の観察、清拭・洗髪等による清潔の保持、療養上の世話、褥創の予防・処置、認知症患者の看護 
リハビリテーション、療養生活や介護方法の指導、カテーテル等の管理、その他医師の指示による医療処置等 

   

(1)看護職員の禁止行為 

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

② 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

③ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

④ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑤ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除く） 

⑥ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

 
４ 利用料金 

（1） 利用料金として介護保険法第に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる割合負担時応じた費用に

かかる額または健康保険法に規定する訪問看護療養費の支給対象となる割合負担に応じた費用にかかる

額の支払いを利用者から受けるものとします。（別紙参照：つどいのおか訪問看護ステーション料金表） 
（2） その他の利用料（消費税を含む金額） 

  ※保険適応外の訪問看護は、３０分当たり４，０００円が全額自己負担となります。 

 保険適応外の自費については、営業時間外(8：30～17：30以外及び年末年始、GW、日曜日)に関しまして 

は50％割増させて頂きます。 

  ※介護保険利用の場合、通常のサービス提供地域以外にお住いの方は、交通費として通常のサービス提供 
地域を超えた地点からの最短の道のりの往復距離数×５０円が全額自己負担になります。 

（通常のサービス提供地域は交通費がかかりません） 

 ※医療保険利用の場合は、交通費として事業所からの距離数（最短の道のりの往復距離数）に応じた金額が 

全額自己負担になります。(料金表参照) 
※死後の処置等をご希望され実施した場合は全額自己負担になります。(料金表参照) 

  ※看護の内容によっては、処置等に必要な物品をご用意いただく場合があります。 

（3） キャンセル料金 
① ご利用日の前営業日までにご連絡いただいた場合      無料 
② ご利用日の当日の朝までにご連絡がなかった場合      利用料の自己負担額 
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。 
ただし、 利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 
キャンセルをされる場合は、至急事業所（054-269-5031）までご連絡ください。 
医療保利用の場合は、交通費と利用料を頂きます。 

（4） 利用料金などのお支払方法 
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月１０日までに送付。または、翌月初回訪問日に持参いた

します。翌月２７日までにあらかじめ指定された方法でお支払いください。 
（預金口座振替の場合、２７日が引き落としとなります。２７日が金融機関休業日の場合は翌営業日とな

ります。） 
入金確認後、領収書を発行します。 

 
５ サービスの利用方法 

（1） サービスの利用開始 
  サービス利用には、主治医の発行する訪問看護指示書が必要です。 

訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の 
作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 
お申し込みは、当事業所又は主治医、ケアマネジャーにご相談下さい。 
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（2） サービスの終了 
① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の2週間前までに、お申し出ください。 
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、

終了日の1ヶ月前までに、文書で通知いたします。 
③ 自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します） 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 
・介護保険利用でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された 
場合 

   
※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。 

・ご利用者様が亡くなられた場合 
④ 契約解除または休止 

・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様

などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知するこ

とで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。  
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわ

らず1ヶ月以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し

難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終

了させていただく場合があります。 
・天災、災害、事業所設備の故障等その他やむを得ない理由により、サービス提供が困難になった場合 
 は一時休止させて頂く場合があります。 

⑤ その他 
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調

が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 
・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合

は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。 
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合

は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。 
 
６ 緊急時の対応方法 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせに 
よる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 
 

 病 院 名  
主 治 医 主治医氏名  

 連 絡 先  

ご 家 族 
氏   名                    （続柄：           ） 
住   所  
連 絡 先 自宅：             携帯： 

緊急連絡先

① 

氏   名                    （続柄：           ） 
住   所  
連 絡 先 自宅：             携帯： 

緊急連絡先

② 

氏   名                    （続柄：           ） 
住   所  
連 絡 先 自宅：             携帯： 
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７ 個人情報の保護、守秘義務について 

  職員又は、職にあった者は、職務中に知りえた秘密を洩らしません。 

  但し、事業所間での情報共有はこれに限りものではありません。 

  個人情報保護の基本方針については、別紙をご参照ください。 

 

８ 第三者評価の実施状況等について       

  実施の有無    なし 

 

９ サービス内容に関する、相談、苦情窓口 

  利用者は、当事業所のサービス提供について、いつでも苦情を申し立てることが出来ます。 

利用者は当事業所に苦情を申し立てることにより、何ら差別処遇を受けません。 

ＴＥＬ：０５４－２６９－５０３１ 

担  当  者：      齋藤 美咲      
受 付 時 間：午前９：００～午後１７：００     

   
この他、静岡市や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申し立てることが出来ます。 

  国民健康保険団体連合会              ＴＥＬ：０５４－２５３－５５９０ 
静岡市介護保険課 （介護保険利用の場合のみ）   ＴＥＬ：０５４－２２１－１３７７ 

 
１０ 虐待の防止について 

(1)虐待の発生又はその再発を防止するため，次の各号に掲げる措置を講じます。 
     ①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐待防止に関する責任者 管理者 齋藤美咲 

    ②虐待の防止のための指針を整備します。 
③従業者に対し，虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

 
(2)サービス提供中に，当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による 
虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は，速やかに，市町村に通報します。 
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 年     月     日 
 

【事業所】 
 
指定訪問看護重要事項説明書に基づいて訪問看護サービスの提供に関する説明をしました。 
 
     所在地   静岡市葵区本通西町３９        
     名称    つどいのおか訪問看護ステーション   
 
     説明者        齋藤 美咲     印   

 
 
【ご利用者等】 
 指定訪問看護重要事項説明書に基づいて訪問看護サービス提供に関する説明を受けました。 
  
  
 
 介護保険利用者 同意欄 

・ 緊急時訪問看護加算算定について  （ 同意します  同意しません ） 
・ 個人情報については、利用目的の範囲内で使用することについて  

                 （ 同意します  同意しません ） 
・ 必要時、各種加算算定について   （ 同意します  同意しません ） 

 
  
 医療保険利用者 同意欄 

・ ２４時間対応体制加算について （ 同意します  同意しません ） 
・ 個人情報については、利用目的の範囲内で使用することについて 

（ 同意します  同意しません ） 
・ 必要時、各種加算算定について （ 同意します  同意しません ） 
・ 必要時、居住地の市町村・保健福祉センター・入院時等に訪問看護に関する情報を 

提供することについて 
（ 同意します  同意しません ） 

 
   

 
利用者      住 所                                  

 
 

氏 名                         印  
 
 
 

代理人      住 所                                  
 
 

氏 名                         印（続柄      ） 
 
 
 
 



令和 7 年４月１日 
 

つどいのおか訪問看護ステーション利用料金表 
【介護保険】 

訪問看護 
 サービス所要時間 単位数 １割負担の目安 

 ２０分未満 ３１４単位 ３２７円 
 ３０分未満 ４７１単位 ４９０円 
 ３０分以上１時間未満 ８２３単位 ８５７円 
 １時間以上１時間３０分未満 １１２８単位 １１７５円 

訪問リハビリ 
 サービス所要時間 単位数 １割負担の目安 

 ２０分（１回） ２９４単位 ３０６円 
 ４０分（２回） ５８８単位 ６１２円 
 １日３回以上１回につき ２６５単位 ２７６円 
介護予防 訪問看護 
 サービス所要時間 単位数 １割負担の目安 

 ２０分未満 ３０３単位 ３１５円 
 ３０分未満 ４５１単位 ４６９円 
 ３０分以上１時間未満 ７９４単位 ８２７円 
 １時間以上１時間３０分未満 １０９０単位 １１３５円 

介護予防 訪問リハビリ 
 サービス所要時間 単位数 １割負担の目安 

 ２０分（１回） ２８４単位 ２９５円 
 ４０分（２回） ５６８単位 ５９１円 
 １日３回以上１回につき １４２単位 １４７円 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護（連携型） 

 サービス内容 単位数 １割負担の目安 

 定期巡回訪看（１か月） ２，９６１単位 ３，０８５円 
 定期巡回訪看・５（１か月） ３，７６１単位 ３，９１８円 

 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 
 
※静岡市の１単位当たりの単価は１０．４２円です。 
自己負担金額は、上記単位数に１０．４２円と介護保険負担割合を掛けた料金になります。 

     
※夜間(１８時～２２時)・早朝(６時～８時)は２５％、深夜(22 時～翌朝６時)は５０％が 
上記該当金額に加算されます。 
 

    ※上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービスの提供に要した時間ではなく、居宅 
サービス計画及び訪問看護計画に位置付けられたサービスにかかる標準的な時間を基準 
とします。なお、計画時間とサービス提供時間が大幅に異なる場合は利用者の同意を得て、 
居宅サービス計画の変更への助言を行うとともに訪問看護計画の見直しをします。 
 

    ※准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の１００分の９０に相当する単位数を算定します。 

    ※定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型)の場合、月の途中から開始又は終了した場合は 

     日割り計算となります。 



○サービスの加算料金 
 加 算 項 目 単位数 １割負担の目安 

 初回加算（Ⅰ）  ３５０単位 ３６４円 
 初回加算（Ⅱ） ３００単位 ３１２円 
 特 別 管 理 加 算 （Ⅰ）（１月につき）  ５００単位 ５２１円 
 特 別 管 理 加 算 （Ⅱ）（１月につき）  ２５０単位 ２６０円 
 専門管理加算（１月につき） ２５０単位 ２６０円 
 口腔連携強化加算（１月につき） ５０単位 ５２円 
 

緊急時訪問看護加算（１月につき）※１ 
Ⅰ1  ６００単位 ６２５円 

 Ⅱ2  ５７４単位 ５９８円 
 ターミナルケア加算 ２５００単位 ２６０５円 
 複数名訪問加算

（Ⅰ） 
所要時間３０分未満の場合  ２５４単位 ２６４円 

 所要時間３０分以上の場合  ４０２単位 ４１８円 
 複数名訪問加算

（Ⅱ） 
所要時間３０分未満の場合  ２０１単位 ２０９円 

 所要時間３０分以上の場合  ３１７単位 ３３０円 
 長 時 間 訪 問 看 護 加 算 ※２  ３００単位 ３１２円 
 退院時共同指導加算  ６００単位 ６２５円 
 看護・介護職員連携強化加算  ２５０単位 ２６０円 
 看護体制強化加算（Ⅰ）   ５５０単位 ５７３円 
 看護体制強化加算（Ⅱ） ２００単位 ２０８円 
 サービス提供体制強化加算（Ⅰ１）（１回につき） ６単位 ６円 
 サービス提供体制強化加算（Ⅱ１）（１回につき） ３単位 ３円 
 サービス提供体制強化加算（Ⅱ２）（１月につき） ２５単位 ２６円 

 
※１ 
ご契約の方は、２４時間３６５日対応します。 
緊急時訪問看護加算への同意がなく居宅サービス計画以外の訪問看護を利用された場合のサービス 
利用料金は、事業者が別に設定し、利用者の全額自己負担となります。 
２４時間３６５日対応体制において看護業務の取り組みがある場合は（Ⅰ）を、無い場合は（Ⅱ）を 
算定します。 

※２  
長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が 
1 時間以上 1時間 30 分未満の指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、 
当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに１時間３０分以上になる場合、1回につき３００単位を 
所定単位数に加算する。 

◇１時間３０分を超えて訪問看護を希望される場合（但し長時間訪問看護加算が保険適用となる方に 

ついては、保険適用を超えた場合）は、長時間利用料として 30 分あたり４，０００円の差額利用料が 
全額自己負担となります。 
 

  ※ 初回加算Ⅰは、新規で退院日に訪問し訪問看護計画を作成した場合に算定します 

初回加算Ⅱは、新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。 

また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。 (介護保険の場合のみ) 

※ 看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成

の支援等を行った場合に加算します。  

※ 看護強化加算Ⅰ・Ⅱは一定の要件を満たした場合に算定しますが、満たさなかった場合は算定しない 

月もあります 

※ サービス提供加算Ⅰ・Ⅱは一定の要件を満たした場合に算定します 

 



令和 7 年 4 月１日 
つどいのおか訪問看護ステーション利用料金表 

【医療保険】 
 項目 基本料金 １割負担の目安 

  週３日目まで        ５５５０円 ５６０円 
 訪問看護基本療養費Ⅰ ※１ 准看護師         ５０５０円 ５０５円 
 （１日１回につき） 週４日目以降        ６５５０円 ６６０円 
   准看護師         ６０５０円 ６１０円 
      （月１回） ＰＴ・ＯＴ        ５５５０円 ５６０円 
  専門性の高い看護師    １２８５０円 １２９０円 
  週３日目まで（３人以上）  ２７８０円 ２８０円 
 訪問看護基本療養費Ⅱ ※１ 週４日目以降（３人以上）  ３２８０円 ３３０円 
 （２人まではⅠと同じ） ＰＴ・ＯＴ          ２７８０円 ２８０円 
  専門性の高い看護師    １２８５０円  １２９０円 
 訪問看護基本療養費Ⅲ（一時外泊）               ８５００円 ８５０円 
  週３日目まで３０分未満   ４２５０円 ４３０円 
 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ 週３日目まで３０分以上   ５５５０円 ５６０円 
  週４日目以降３０分未満   ５１００円 ５１０円 
  週４日目以降３０分以上   ６５５０円 ６６０円 
  機能強化型１       １３２３０円 １３２０円 
  機能強化型２       １００３０円 １０００円 
  機能強化型３        ８７００円 ８８０円 
 訪問看護管理療養費 ※２ 機能強化型以外       ７６７０円 ７７０円 
 （１日１回につき） ２日以降  
  訪問看護管理療養費１    ３０００円 ３００円 
  訪問看護管理療養費２    ２５００円 ２５０円 
 訪問看護療養費（１日１回につき）   
 乳幼児加算（３歳未満） １５００円 １５０円 
 幼児加算（３歳以上６歳未満）   
 情報提供療養費（月 1 回） １５００円 １５０円 
 訪問看護ターミナルケア療養費 ２５０００円 ２５００円 
 ベースアップ評価料Ⅰ （月１回） ７８０円 ８０円 

 
 ※１訪問看護基本療養費 

ＰＴ：理学療法士 
  ＯＴ：作業療法士 
  専門性の高い看護師：緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師 

（皮膚・排泄ケア特定認定看護師） 
 ※２訪問看護管理療養費 
  訪問看護管理療養費 1 は、医療依存度の高い利用者に対する訪問看護の実績がある場合に算定します。 
  訪問看護管理療養費２は、同一建物居住者が７割を占める場合に算定します。 
   
 



○サービスの加算料金 
 加 算 項 目 基本料金 １割の目安 

 

複数名訪問加算 

 看護師・療法士(週 1 日)  ４５００円 ４５０円  
 ＊２人まで 准看護師(週 1 日)     ３８００円 ３８０円 
  その他補助者(週 3 日)   ３０００円 ３００円 
  看護師・ＰＴ・ＯＴ    ４０００円 ４００円 
 ＊３人以上 准看護師         ３４００円 ３４０円 
  その他補助者       ２７００円 ２７０円 
 

難病等複数回訪問加算 
１日２回訪問       ４５００円 ４５０円 

 １日３回以上の訪問    ８０００円 ８００円 
 早朝夜間加算 ６－８時･１８時－２２時 ２１００円 ２１０円 
 深夜加算 ２２時－６時       ４２００円 ４２０円 
 

２４時間対応体制加算 ※１ 
イ ６８００円 ６８０円 

 ロ ６５２０円 ６６０円 
 特 別 管 理 加 算 （Ⅰ）（1 月につき） ５０００円 ５００円 
 特 別 管 理 加 算（Ⅱ）（1 月につき） ２５００円 ２５０円 
 専門管理加算（１月につき） ２５００円 ２５０円 
 

緊急訪問看護加算（1 回）※２ 
イ １４日目まで    ２６５０円 ２６５円 

 ロ １５日目以降    ２０００円 ２００円 
 長時間訪問看護加（週１回まで） 

＊厚生労働省が定める状態の場合週３回まで 

５２００円 ５２０円 

 退院時共同指導加算 ８０００円 ８００円 
 
 

退院時支援指導加算 （退院時） 
(退院時 長時間の際) 

６０００円 
８４００円 

６００円 
８４０円 

 特別管理指導加算 ２０００円 ２００円 
 在宅患者連携指導加算（月１回に限り） ３０００円 ３００円 
 在宅患者緊急時カンファレンス加算 

（月２回に限り） 
２０００円 ２００円 

 看護・介護職員連携強化加算 
（１月につき） 

２５００円 ２５０円 

 訪問看護医療 DX 情報活用加算 
（１月につき） 

５０円 ５円 

 ※１ 
２４時間対応体制加算について 
利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して 24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問 

することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う旨を説明し、同意を得た場合に加算します。 
２４時間対応体制において看護業務の取り組みが有る場合は（イ）を、無い場合は、（ロ）を算定します。 

※２ 
緊急訪問加算について 

利用者や家族等からの電話等による緊急の求めに応じ、主治医が訪問看護ステーション対して行った指示 
を受けて計画外の訪問をした場合 
（イ）１４日目まで、（ロ）１５日目以降を算定します。 



※ 在宅患者連携指導加算は、診療を訪問実施している医療機関・薬局と文書等により情報共有を行い、 

  看護師等がそれを踏まえた療養上の指導を行なった場合に加算します。 

※ 在宅患者緊急時カンファレンス加算は、利用者の急変や診療方針の変更等の際に、診療等を行う医療 

関係各種が一堂に会し、カンファレンスを行うことにより診療方針を情報共有した上で療養上の指導を 

行った場合に加算します。 

 差額利用料 

※９０分を超えて訪問看護を希望される場合（但し長時間訪問看護加算が保険適用となる方については、 

保険適用を超えた場合）は、長時間利用料として３０分あたり４，０００円の差額利用料が全額自己 

負担となります。 

 ※医療保険適用で、サービス提供時間外及び休業日に訪問看護を希望される場合（ただし夜間早朝・深夜 

加算の保険適用分を超えた場合）は、時間外利用料として１回当たり４，０００円の差額利用料が全額 

自己負担となります。 

  

 ※准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の 100 分の 90 に相当する単位数を算定します。 

  
その他の利用料 

・医療保険利用の交通費：事業所からの道のりの往復距離数×５０円が全額自己負担 
 ～１キロまで 往復：１００円   ～６キロまで 往復：６００円 
 ～２キロまで 往復：２００円  ～７キロまで 往復：７００円 
 ～３キロまで          往復：３００円  ～８キロまで          往復：８００円 
 ～４キロまで 往復：４００円  ～９キロまで 往復：９００円 
 ～５キロまで 往復：５００円  ～１０キロまで 往復：１０００円 

   ・医療保険利用の駐車場代金：実費駐車場代を請求させて頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【訪問看護利用時の料金目安】 
＊介護保険で利用した場合 
週１回で訪問看護利用（１割負担の場合）４回（６０分未満）／月 ２４時間対応の加算を付けた場合 

訪問看護利用料        ８５７円×４＝３４２８円 
緊急時訪問看護加算Ⅰ     ６２５円×１＝６２５円  
サービス提供体制強化加算Ⅱ１   ３円×４＝１２円 
初回加算Ⅱ（開始月のみ）   ３１２円×１＝３１２円    計 ４，３７７円 

 
 ＊医療保険で利用した場合 

週１回で訪問看護利用（１割負担の場合）４回（６０分程度）／月 ２４時間対応の加算を付けた場合 
１回目    訪問看護管理療養費      ７７０円×１＝７７０円 
２回目以降  訪問看護管理療養費Ⅰ     ３００円×３＝９００円 

訪問看護訪問看護基本療養費Ⅰ  ５６０円×４＝２２４０円        
２４時間対応体制加算（イ）   ６８０円×１＝６８０円       
ベースアップ評価料        ８０円×１＝８０円 
訪問看護医療 DX 情報活用加算    ５円×１＝５円 
交通費（実費：上記参照）             
 駐車場がない場合駐車場代           計 ４，６７５円＋交通費＋駐車場代 

  その他、病状や状態により各種加算が追加される場合があります。 



各種加算について 

介護・医療保険共通の加算 

※ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態に 

あるものに限る。→下記のかっこ内に記載しています。)に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な 

管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。 

※ 特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②～⑤に該当する利用者に対して訪問看護  

を行った場合に加算します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※専門管理加算は、専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行なった場合に加算します。 

 ・悪性腫瘍の鎮痛療法もしくは化学療法を行なっている利用者 

 ・真皮を超える褥瘡の状態にある利用者  

・人工肛門もしくは人工膀胱を造設しているもので管理が困難な利用者 

・手順書加算を算定する利用者 

※ 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により１人

の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。 

※ ターミナルケア加算は、在宅及び施設で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、

その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるも

のは 1 日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、２４ 時間以内にご自宅以外で

死亡された場合を含む。）に加算します。  

その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 退院時共同指導加算は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活に 

おける必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に場合に加算します。 

介護保険の場合：退院時共同指導加算を算定した場合は初回加算を算定しません。  

① 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ、 

留置カテーテルを使用している状態  

② 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、 

在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、 

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けて 

いる状態  

③ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

④ 真皮を超える褥瘡の状態  

⑤ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態  

 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、 

進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及び 

パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3 以上であって生活機能障害度がⅡ度又は 

Ⅲ度のものに限る)、他系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリー ブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー 

症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、

球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱 髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷、人工呼吸器を 

使用している状態  

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認めた状態  

 認知症を除く精神疾患の場合、入院中の一時的な外泊 



 
【在宅及び施設で看取りを行った場合】 

〈死後の処置及び利用料について〉 

・ご希望があれば死後の処置を訪問看護師が行います。 

・主治医が死亡診断書へ記入した死亡時刻が、訪問看護師の到着時刻より前の場合は、 

死後の処置料(１０，０００円)＋保険適応外の自費を徴収させて頂きます。 

・訪問看護師等到着後に死亡確認をされた場合は、訪問看護基本療養費＋死後の処置料(１０，０００円) 

を徴収させて頂きます。 

・死後の処置を行わない場合でもオムツ交換等のケアを行った時は保険適応外の自費を徴収させて 

頂きます。 

・保険適応外の自費及び死後の処置料については、営業時間外(8：30～17：30 以外及び年末年始、GW、 

日曜日)に関しましては 50％割増させて頂きます。 

・ターミナルケア療養費として保険割合に応じて 2,500円～7,500 円徴収させて頂きます。 

 （各種加算についてのターミナルケア加算参照） 




